
令和８年１０月１日施行

　　建築指導課関係　申請手数料一覧表 旭川市建築部建築指導課

低炭素建築物新築等計画認定申請手数料 　

審査適合証 審査適合証

有 無

２戸以上 ５戸以内 10,500円 68,900円

６戸以上 １０戸以内 17,300円 96,900円

１１戸以上 ２５戸以内 28,300円 136,000円

２６戸以上 ５０戸以内 46,300円 195,000円

５１戸以上 １００戸以内 81,200円 278,000円

１０１戸以上 ２００戸以内 126,000円 375,000円

２０１戸以上 ３００戸以内 160,000円 493,000円

３０１戸以上 172,000円 581,000円

0㎡～ 300㎡以内 11,700円 109,000円

300㎡超～ 2,000㎡以内 29,600円 180,000円

2,000㎡超～ 5,000㎡以内 81,300円 278,000円

5,000㎡超～ 10,000㎡以内 126,000円 355,000円

10,000㎡超～ 25,000㎡以内 158,000円 424,000円

25,000㎡超～ 197,000円 492,000円

２戸以上 ５戸以内 10,500円 32,500円

６戸以上 １０戸以内 17,300円 47,000円

１１戸以上 ２５戸以内 28,300円 67,300円

２６戸以上 ５０戸以内 46,300円 101,000円

５１戸以上 １００戸以内 81,200円 152,000円

１０１戸以上 ２００戸以内 126,000円 216,000円

２０１戸以上 ３００戸以内 160,000円 279,000円

３０１戸以上 172,000円 319,000円

0㎡～ 300㎡以内 11,700円 47,600円

300㎡超～ 2,000㎡以内 29,600円 86,900円

2,000㎡超～ 5,000㎡以内 81,300円 156,000円

5,000㎡超～ 10,000㎡以内 126,000円 213,000円

10,000㎡超～ 25,000㎡以内 158,000円 259,000円

25,000㎡超～ 197,000円 310,000円

0㎡～ 300㎡以内 15,200円 244,000円

300㎡超～ 1,000㎡以内 23,300円 303,000円

1,000㎡超～ 2,000㎡以内 35,100円 388,000円

2,000㎡超～ 5,000㎡以内 88,000円 549,000円

5,000㎡超～ 10,000㎡以内 133,000円 671,000円

10,000㎡超～ 25,000㎡以内 167,000円 791,000円

25,000㎡超～ 206,000円 901,000円

0㎡～ 300㎡以内 15,200円 96,400円

300㎡超～ 1,000㎡以内 23,300円 128,000円

1,000㎡超～ 2,000㎡以内 35,100円 166,000円

2,000㎡超～ 5,000㎡以内 88,000円 260,000円

5,000㎡超～ 10,000㎡以内 133,000円 333,000円

10,000㎡超～ 25,000㎡以内 167,000円 397,000円

25,000㎡超～ 206,000円 464,000円

１　１戸建ての住宅又は複合建築物
（住戸が１戸のみ）を単位として認
定を申請する場合

標準
入力
法等

6,100円 37,600円

誘導
仕様
基準

6,100円 18,400円

２　共同住宅等の用途に供す
る一の建築物又は複合建築物
（住戸が１戸のみを除く）を
単位として認定を申請する場
合（３に掲げる場合を除
く。）
(1)及び(2)に定める金額を合
計した金額（住戸以外の部分
を有さない建築物にあって
は，(1)に定める金額）

(1)
戸数

標準
入力
法等

(2)住
戸部
分以
外の
部分

３　誘導仕様基準の評価をし
ている共同住宅等の用途に供
する一の建築物又は複合建築
物（住戸が１戸のみを除く）
を単位として認定を申請する
場合
(1)及び(2)に定める金額を合
計した金額（住戸以外の部分
を有さない建築物にあって
は，(1)に定める金額）

(1)
戸数

誘導
仕様
基準

(2)住
戸部
分以
外の
部分

４　住宅以外の用途に供する一の建
築物又は複合建築物の非住宅部分を
単位として認定を申請する場合，床
面積の合計の区分に応じた金額

標準
入力
法・
主要
室入
力法

モデ
ル建
築物
法

５　複合建築物（住戸が１戸のみ）
の全体の認定を申請する場合　１及
び４に規定する金額を合計した金額

６　複合建築物（住戸が１戸のみを
除く）の全体の認定を申請する場合
２又は３及び４に規定する金額を合
計した金額



低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料 　

工事の着手予定時期又は完了予定時期の変更のみの場合 １戸又は１棟につき 1,020円

審査適合証 審査適合証

有 無

２戸以上 ５戸以内 9,660円 38,800円

６戸以上 １０戸以内 16,200円 55,900円

１１戸以上 ２５戸以内 26,700円 80,500円

２６戸以上 ５０戸以内 44,200円 118,000円

５１戸以上 １００戸以内 78,300円 176,000円

１０１戸以上 ２００戸以内 123,000円 247,000円

２０１戸以上 ３００戸以内 155,000円 321,000円

３０１戸以上 166,000円 370,000円

0㎡～ 300㎡以内 10,200円 59,300円

300㎡超～ 2,000㎡以内 27,400円 102,000円

2,000㎡超～ 5,000㎡以内 78,400円 176,000円

5,000㎡超～ 10,000㎡以内 122,000円 236,000円

10,000㎡超～ 25,000㎡以内 154,000円 286,000円

25,000㎡超～ 193,000円 339,000円

２戸以上 ５戸以内 9,660円 20,600円

６戸以上 １０戸以内 16,200円 31,000円

１１戸以上 ２５戸以内 26,700円 46,200円

２６戸以上 ５０戸以内 44,200円 71,700円

５１戸以上 １００戸以内 78,300円 114,000円

１０１戸以上 ２００戸以内 123,000円 167,000円

２０１戸以上 ３００戸以内 155,000円 215,000円

３０１戸以上 166,000円 240,000円

0㎡～ 300㎡以内 10,200円 28,200円

300㎡超～ 2,000㎡以内 27,400円 56,000円

2,000㎡超～ 5,000㎡以内 78,400円 116,000円

5,000㎡超～ 10,000㎡以内 122,000円 166,000円

10,000㎡超～ 25,000㎡以内 154,000円 205,000円

25,000㎡超～ 193,000円 249,000円

0㎡～ 300㎡以内 12,000円 126,000円

300㎡超～ 1,000㎡以内 19,300円 159,000円

1,000㎡超～ 2,000㎡以内 30,000円 206,000円

2,000㎡超～ 5,000㎡以内 81,400円 312,000円

5,000㎡超～ 10,000㎡以内 126,000円 395,000円

10,000㎡超～ 25,000㎡以内 158,000円 470,000円

25,000㎡超～ 196,000円 544,000円

0㎡～ 300㎡以内 12,000円 52,600円

300㎡超～ 1,000㎡以内 19,300円 71,900円

1,000㎡超～ 2,000㎡以内 30,000円 95,600円

2,000㎡超～ 5,000㎡以内 81,400円 167,000円

5,000㎡超～ 10,000㎡以内 126,000円 225,000円

10,000㎡超～ 25,000㎡以内 158,000円 273,000円

25,000㎡超～ 196,000円 325,000円

１　１戸建ての住宅又は複合建築物
（住戸が１戸のみ）を単位として変
更の認定を申請する場合

標
準
入

力
法
等

5,250円 20,900円

モデ
ル建
築物
法

誘
導
仕

様
基
準

5,250円 11,400円

２　共同住宅等の用途に供する一
の建築物又は複合建築物（住戸が
１戸のみを除く）を単位として変
更の認定を申請する場合（３に掲
げる場合を除く。）
(1)及び(2)に定める金額を合計し
た金額（住戸以外の部分を有さな
い建築物にあっては，(1)に定める
金額）

(1)戸
数

標準
入力
法等

(2)住
戸部
分以
外の
部分

５　複合建築物（住戸が１戸のみ）
の全体の変更の認定を申請する場合
１及び４に規定する金額を合計した
金額

６　複合建築物（住戸が１戸のみを
除く）の全体の変更の認定を申請す
る場合　２又は３及び４に規定する
金額を合計した金額

３　誘導仕様基準の評価をしてい
る共同住宅等の用途に供する一の
建築物又は複合建築物（住戸が１
戸のみを除く）を単位として変更
の認定を申請する場合
(1)及び(2)に定める金額を合計し
た金額（住戸以外の部分を有さな
い建築物にあっては，(1)に定める
金額）

(1)戸
数

誘導
仕様
基準

(2)住
戸部
分以
外の
部分

４　住宅以外の用途に供する一の建
築物又は複合建築物の非住宅部分を
単位として変更の認定を申請する場
合，床面積の合計の区分に応じた金
額

標準
入力
法・
主要
室入
力法


